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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第13期

連結会計期間

第14期
第１四半期
連結累計期間

会計期間
自 2020年９月１日
至 2021年８月31日

自 2021年９月１日
至 2021年11月30日

売上高 (千円) 2,122,308 600,185

経常利益 (千円) 83,928 41,602

親会社株主に帰属する当期純利益又は
四半期純利益

(千円) 38,019 36,653

包括利益又は四半期包括利益 (千円) 38,019 36,653

純資産額 (千円) 442,389 572,136

総資産額 (千円) 1,113,700 1,192,836

１株当たり当期純利益又は四半期純利
益

(円) 6.12 5.87

潜在株式調整後１株当たり当期純利益
又は四半期純利益

(円) ― ―

自己資本比率 (％) 39.7 48.0

(注)１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益又は四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式

は非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。

３．当社は、2021年10月29日付で普通株式１株につき200株の割合で株式分割を行っております。第13期の期首に

当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり当期純利益又は四半期純利益を算定しております。

４．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第14期第１四半期連結会計期間

の期首から適用しており、第14期第１四半期連結累計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基

準等を適用した後の指標等となっております。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容に

ついて、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

　該当事項はありません。

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当第１四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

なお、当社グループは、前第１四半期連結累計期間については四半期連結財務諸表を作成していないため、前年同

四半期累計期間との比較分析は行っておりません。

(1) 財政状態及び経営成績の状況

① 経営成績の状況

当第１四半期連結累計期間における我が国経済の状況は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け依然として

厳しい状況にあり、先行きについても、国内外の感染症の動向や経済活動・金融資本市場への影響を注視する必

要がある等、不透明な状況が続いております。

当社グループの属する業界においても、民間企業のＩＴ投資に対する姿勢も一部に慎重な状況がみられますが、

一方でデジタルトランスフォーメーション(ＤＸ)による既存システムの刷新や、新たなビジネスモデルの構築、

生産性向上による競争力の強化などを目的としたＩＣＴ技術の活用が注目されてきております。

これらの結果、当第１四半期連結累計期間の経営成績は、売上高は600,185千円、営業利益は38,900千円、経常

利益は41,602千円、親会社株主に帰属する四半期純利益は36,653千円となりました。

セグメント別の経営成績は、次のとおりであります。

(AIソリューション事業)

当セグメントにおきましては、AIZE部門におけるAIZE関連請負開発や顔認証勤怠サービスの販売が堅調に推

移したことやIT技術者の不足を背景としてAI、IoT、DXに係る開発やWEBシステム開発に関する売上が好調だっ

たため、売上高は595,716千円となり、セグメント利益は39,445千円となりました。

(研修事業)

当セグメントにおきましては、研修実施件数の増加等により、売上高は2,116千円となり、セグメント利益

は96千円となりました。

② 財政状態の状況

(資産)

当第１四半期連結会計期間末における資産の合計は、1,192,836千円と前連結会計年度末と比較して79,135千円増

加しております。

流動資産は1,044,337千円（前期末比59,043千円増）となり、主な要因としては売上の増加等に伴い、受取手形、

売掛金及び契約資産が55,046千円増加（うち受取手形15,400千円増加・売掛金33,881千円増加・契約資産5,765千円

増加）したことであります。

固定資産は148,499千円（前期末比20,092千円増）となり、主な要因としてはAIZE技術開発を目的としたソフトウ

エア仮勘定が42,367千円増加したこと及び、投資有価証券の売却により、11,250千円減少したことによるものであ

ります。

(負債)

当第１四半期連結会計期間末における負債の合計は、620,700千円と前連結会計年度末と比較して50,611千円減少

しております。

流動負債は486,366千円（前期末比37,088千円減）となり、主な要因としては法人税等の支払に伴い、未払法人税

等が24,603千円減少したこと、消費税の支払に伴い未払消費税が26,349千円減少したこと及び、外注費用が増加し
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たことに伴い未払費用が7,356千円増加したためであります。

固定負債は134,333千円（前期末比13,523千円減）となり、主な要因としては長期借入金の分割返済により、

13,523千円減少したためであります。

(純資産)

当第１四半期連結会計期間末における純資産の合計は、572,136千円と前連結会計年度末と比較して129,747千円

増加しております。

主な要因としては第三者割当増資により資本金が49,857千円、資本剰余金が49,857千円増加したこと、及び親会

社株主に帰属する四半期純利益の計上により利益剰余金が36,653千円増加したためであります。

(2) 研究開発活動

　 当第１四半期連結累計期間における研究開発費の総額は1,824千円であります。

３ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 20,000,000

計 20,000,000

（注）2021年９月28日開催の臨時株主総会決議により、発行可能株式総数に係る定款変更を行い、2021年10月29日付

で発行可能株式総数は19,900,000株増加し、20,000,000株となっております。

② 【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2021年11月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2022年１月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 6,262,600 6,262,600 非上場

完全議決権株式であり、権利内
容に何ら限定のない当社におけ
る標準となる株式であり、単元
株式数は100株であります。

計 6,262,600 6,262,600 ― ―

（注）１．2021年９月28日開催の臨時株主総会決議により、2021年10月29日付で１単元を100株とする単元株制度を採用

しております。

２．2021年９月28日開催の取締役会決議により、2021年10月29日付で普通株式１株につき200株の割合で株式分割

を行っております。これにより、発行済株式総数は6,231,287株増加し、6,262,600株となっております。
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(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

決議年月日 2021年10月26日

付与対象者の区分及び人数(名)
当社取締役 ３

当社従業員 18　

新株予約権の数（個） 974 (注)１

新株予約権の目的となる株式の種類、内
容及び数（株）

普通株式 974 (注)１

新株予約権の行使時の払込金額（円） 385,000 (注)２

新株予約権の行使期間 2023年10月27日～2031年10月26日

新株予約権の行使により株式を発行する
場合の株式の発行価格及び資本組入額
（円）

発行価格 385,000

資本組入額 192,500 (注)２

新株予約権の行使の条件

①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社ま
たは当社子会社の取締役又は使用人の地位にあることを要する。

　ただし、定年退職の場合、その他当社取締役会において正当な理
　由があると認められた場合はこの限りではない。
②新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株予約権の行使
は認めない。

③本新株予約権は、当社の普通株式が日本国内のいずれかの証券取
　引所に上場した場合に限り行使することができる。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付
に関する事項

(注)４

※ 新株予約権の発行時(2021年10月26日)における内容を記載しております。

(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数は１株であります。

　 ただし、当社が、株式分割（当社普通株式の無償割当を含む。以下同じ。）または株式併合を行う場合、次

の算式により上記目的たる株式の数を調整するものとする。かかる調整は当該時点で行使されていない新株

予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て

るものとする。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

　 また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合及び当社が会社分割を行う場合、その他本新株予約権

の目的たる株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲内で目的たる

株式の数を調整することができるものとする。

２．新株予約権の行使により出資される財産の価額は、当該新株予約権を行使することにより交付を受けること

ができる株式１株当たり払込金額（以下、「行使価額」という。）に各新株予約権の目的である数を乗じた

金額とする。

　 なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる

１円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

また、当社が他社と合併もしくは株式交換を行う場合及び当社が会社分割を行う場合、当社は行使価

額を調整することができるものとする。

当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額

は調整され、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。

調 整 後

行使価額
＝

調 整 前

行使価額
×

既発行

株式数
＋

新規発行（処分）株式数×１株当たり払込金額

１株当たり時価

既発行株式数＋新規発行（処分）株式数

なお、上記計算式中の「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から自己株式を控除した数とし、ま

た、自己株式の処分の場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
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３．新株予約権の取得事由及び条件

① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画、また

は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたときは、当

社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。

　 ② 新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合、または当社所定の書面により新

株予約権の全部又は一部を放棄した場合、当社は新株予約権を無償で取得する。

４．組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

（以下これらを総称して「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時

点において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの

場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）

の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権

は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対

象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式

移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとす

る。

(2) 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、（注）１に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘

案の上、（注）２で定められる行使価額を調整して得られる再編後の払込金額に上記(3)に従っ

て決定される当該新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。

(5) 新株予約権を行使できる期間

新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行

使期間の最終日までとする。

(6) 新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

(7) 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

に関する事項

　 上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定

する。

(8) 新株予約権の取得事由及び条件

本新株予約権の取決めに準じて決定する。

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。
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(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高

(千円)

2021年９月30日（注）１ 259 31,313 49,857 465,257 49,857 415,257

2021年10月29日（注）２ 6,231,287 6,262,600 ― 465,257 ― 415,257

（注）１．有償第三者割当

割当先 株式会社シーティーエス

発行価格 385,000円

資本組入額 192,500円

２．株式分割（１：200）によるものであります。

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　2021年11月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他)

普通株式

62,626
権利内容に何ら限定のない当社におけ
る標準となる株式であり、単元株式数
は100株であります。6,262,600

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 6,262,600 ― ―

総株主の議決権 ― 62,626 ―

② 【自己株式等】

該当事項はありません。
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２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１ 四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しております。

２ 監査証明について

当社は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第211条第６項の規定に基づき、金融商品取引法第193条の２

第１項の規定に準じて、第１四半期連結会計期間(2021年９月１日から2021年11月30日まで)及び第１四半期連結累計

期間(2021年９月１日から2021年11月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による

四半期レビューを受けております。

３ 最初に提出する四半期報告書の記載上の特例

当新規上場申請のための四半期報告書は、「企業内容等開示ガイドライン24の４の７-６」の規定に準じて前年同

四半期との対比は行っておりません。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

前連結会計年度
(2021年８月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 617,610 619,909

受取手形、売掛金及び契約資産 317,798 372,845

商品及び製品 36,950 29,355

原材料及び貯蔵品 352 249

その他 16,012 25,985

貸倒引当金 △3,430 △4,009

流動資産合計 985,293 1,044,337

固定資産

有形固定資産

　 建物(純額) 1,923 2,092

車両運搬具(純額) 309 257

その他(純額) 7,384 7,408

有形固定資産合計 9,617 9,758

無形固定資産

のれん 11,366 10,417

その他 64,448 100,452

無形固定資産合計 75,815 110,869

　 投資その他の資産

　 投資有価証券 11,250 －

その他 31,724 27,870

投資その他の資産合計 42,974 27,870

固定資産合計 128,407 148,499

資産合計 1,113,700 1,192,836
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2021年８月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年11月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 173,347 173,419

短期借入金 60,000 60,000

１年内返済予定の長期借入金 54,419 53,892

未払金 91,962 86,567

未払法人税等 32,106 7,502

賞与引当金 16,285 22,116

受注損失引当金 512 －

その他 94,821 82,868

流動負債合計 523,455 486,366

固定負債

長期借入金 147,856 134,333

固定負債合計 147,856 134,333

負債合計 671,311 620,700

純資産の部

株主資本

資本金 415,400 465,257

資本剰余金 365,400 415,257

利益剰余金 △338,410 △308,378

株主資本合計 442,389 572,136

純資産合計 442,389 572,136

負債純資産合計 1,113,700 1,192,836
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

(単位：千円)
当第１四半期連結累計期間

(自 2021年９月１日
至 2021年11月30日)

売上高 600,185

売上原価 438,081

売上総利益 162,104

販売費及び一般管理費 123,203

営業利益 38,900

営業外収益

受取利息 1

助成金収入 1,710

補助金収入 1,386

その他 340

営業外収益合計 3,438

営業外費用

支払利息 388

株式交付費 348

営業外費用合計 736

経常利益 41,602

税金等調整前四半期純利益 41,602

法人税、住民税及び事業税 4,948

法人税等合計 4,948

四半期純利益 36,653

非支配株主に帰属する四半期純利益 -

親会社株主に帰属する四半期純利益 36,653
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

(単位：千円)
当第１四半期連結累計期間

(自 2021年９月１日
至 2021年11月30日)

四半期純利益 36,653

四半期包括利益 36,653

(内訳)

親会社株主に係る四半期包括利益 36,653

非支配株主に係る四半期包括利益 -
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【注記事項】

(会計方針の変更等)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年９月１日 至 2021年11月30日)

(会計方針の変更）

(収益認識に関する会計基準等の適用)

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年３月31日 以下「収益認識会計基準」とい

う。)等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点

で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下の通りです。

(１) 一定の期間にわたり充足される履行義務

AIZEの初期設定費用に係る収益および原価について、従来は、検収基準で収益および原価を認識しておりま

したが、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転すると判断した結果、当該履行義務に

ついては、履行義務の充足に係る期間に基づき収益および原価を認識する方法に変更しております。また、契

約の初期段階において、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する費用を

回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。なお、契約における取引開始

日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約については代替的な取扱い

を適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ

ており、当第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当

第１四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりま

す。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当第１四半期連結会計期間の期首より前までに

従前の取扱いに従って全ての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。

この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は3,773千円減少し、売上原価は1,369千円減少しておりま

す。営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ2,403千円減少しております。また、利益剰

余金の当期首残高は6,621千円減少しております。

収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示して

いた「受取手形及び売掛金」は、当第１四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて

表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-２項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会

計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。

(時価の算定に関する会計基準等の適用)

「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年７月４日 以下「時価算定会計基準」とい

う。)等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計

基準」(企業会計基準第10号 2019年７月４日)第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準

等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与

える影響はありません。
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四

半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、

次のとおりであります。

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年９月１日
至 2021年11月30日)

減価償却費 7,872千円

のれんの償却額 949 〃
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(株主資本等関係)

当第１四半期連結累計期間(自 2021年９月１日 至 2021年11月30日)

１ 配当金支払額

該当事項はありません。

２ 基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末

日後となるもの

該当事項はありません。

３ 株主資本の著しい変動

当社は、2021年９月30日付で株式会社シーティーエスから第三者割当増資の払込みを受けました。この結果、

当第１四半期連結累計期間において資本金が49,857千円、資本準備金が49,857千円増加し、当第１四半期連結会

計期間の末日において資本金が465,257千円、資本剰余金が415,257千円となっております。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

　当第１四半期連結累計期間(自 2021年９月１日 至 2021年11月30日)

　

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位：千円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３

AIソリュー
ション事業

研修事業 計

売上高

外部顧客への売上高 595,716 2,116 597,832 2,352 600,185 － 600,185

セグメント間の内部
売上高又は振替高

4 － 4 52 57 △57 －

計 595,721 2,116 597,837 2,405 600,242 △57 600,185

セグメント利益又は損失
(△)

39,445 96 39,542 △700 38,842 57 38,900

(注) １．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、所司一門将棋センター事業でありま

す。

　 ２．調整額は、セグメント間取引消去であります。

　 ３．セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　



― 19 ―

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当第１四半期連結累計期間(自 2021年９月１日 至 2021年11月30日)

(単位：千円)

報告セグメント
その他
(注)

合計AIソリューショ
ン事業

研修事業 計

一時点で移転される財又はサ
ービス

37,838 2,116 39,954 － 39,954

一定の期間にわたり移転され
る財又はサービス

557,878 － 557,878 2,352 560,231

顧客との契約から生じる収益 595,716 2,116 597,832 2,352 600,185

外部顧客への売上高 595,716 2,116 597,832 2,352 600,185

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、所司一門将棋センター事業でありま

す。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年９月１日
至 2021年11月30日)

１株当たり四半期純利益 5円87銭

(算定上の基礎)

　親会社株主に帰属する四半期純利益(千円) 36,653

　普通株主に帰属しない金額(千円) ―

　普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益
　(千円)

36,653

　普通株式の期中平均株式数(株) 6,246,092

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四
半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計
年度末から重要な変動があったものの概要

第４回新株予約権
(新株予約権の数974個)
なお、新株予約権の概要は「第３ 提
出会社の状況 １ 株式等の状況
（2）新株予約権等の状況 ① ストッ
クオプション制度の内容」に記載のと
おりであります。

(注)１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上

場であり、期中平均株価が把握できないため、記載しておりません。

２. 当社は、2021年10月29日付で普通株式１株につき200株の割合で株式分割を行っております。当連

結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期純利益を算定しておりま

す。
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２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

　






	新規上場申請のための四半期報告書
	表紙
	扉
	目次
	第一部　【企業情報】
	第１　【企業の概況】
	１　【主要な経営指標等の推移】
	２　【事業の内容】

	第２　【事業の状況】
	１　【事業等のリスク】
	２　【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
	３　【経営上の重要な契約等】

	第３　【提出会社の状況】
	１　【株式等の状況】
	２　【役員の状況】

	第４　【経理の状況】
	１　【四半期連結財務諸表】
	２　【その他】


	第二部　【提出会社の保証会社等の情報】
	四半期レビュー報告書




